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11 月 11 日 初登院

・年齢ではなく負担能力に応じた窓口負担
・後期高齢者医療制度への公費投入増による拠出金減額
・「教育国債」発行によるこども子育て支援金の廃止

・再エネ賦課金徴収停止
・ガソリン税の暫定税率の廃止

・基礎控除等を 103 万円→178 万円に引き上げ
・年少扶養控除復活

・実質賃金が持続的にプラスになるまで一律５％
・インボイス廃止

11 月 11 日
初登院

　石破新政権の信を問うこととなった第 50
回衆議院総選挙は、野党が大きく議席を伸ば
し、「与党過半数割れ」の結果に終わりました。
　総理就任からわずか８日後の解散は戦後最
短で、「ボロが出ないうちに」と選挙を急い
だ判断だと思われますが、政治と金の問題解
決も道半ばの中、裏金議員の大多数を公認し、
非公認議員側にも 2000 万円もの政党交付金
を支給していた事実が選挙終盤に発覚、石破
総理の発言も就任前の覚悟とは程遠い期待外
れな内容であったことも相まった結果です。
　一方で、国民民主党は、「手取りを増やす」
政策を全面に掲げて戦った結果、選挙前の７

議席の 4 倍となる２８議席をお預かりするこ
とになりました。
　山形県においては、２区で擁立した「菊池
大二郎」さんが比例区にて当選！！衆議院で
は10年振りの野党の議席獲得となりました。
　11 月 11 日からの特別国会では石破総理が
再選出されましたが、従来と大きく異なるの
は、与党過半数割れの少数内閣だということ。
　全ての政策や法案において、野党の協力抜
きには一歩も前に進まない状況だからこそ、
これまで以上に「対決より解決」の姿勢で政
策実現に取り組むと同時に、癒着やしがらみ
のない「正直な政治」を貫いて参ります。

２８議席へ７議席
（選挙前）

→４倍→

国民民主党の「手取りを増やす」政策はシンプルです。「減税」や「社会保険料負担軽減」等で手取りが増えれば

個人消費が活性化！ 「年収の壁」引き上げ（基礎控除等を 103 万円⇒178 万円）は、①学生やパートさんの働き控

え解消、②年末の労働力不足解消にも寄与、③課税所得圧縮で全ての所得階層に減税効果、など、多くのメリットが。

財務省は「7 ～８兆円の税収減」と批判しますが、そっくりそのまま国民の所得増→消費拡大や税収増の好循環へ！



白鷹町誕生70周年記念
第47回白鷹鮎まつり

国民民主党山形県連街宣活動
（山形市・天童市）

菊池大二郎衆議院議員とともに
座談会に参加（寒河江市）

農林大学校創立７０周年
記念祝賀会（新庄市）

第42回米沢牛肉まつり
（米沢市）

尾花沢もっとまるだし未来
まつり（尾花沢市）

赤湯駅交流ラウンジオープニング
セレモニー（南陽市）

松食い虫被害調査（酒田市）

　

　

　毎年のように発生する自然災害。山形県におい

ても、7月25日からの豪雨により、庄内・最上地域を

中心に甚大な被害が発生しました。

　災害時には、「与党議員が政府に陳情したから

予算が付いた」とか、「私たちの努力で激甚指定を

勝ち取った」かのような発言を耳にすることがありま

すが、そんなことはありません！

　災害の発生で被害を受けた場合は、「災害復旧

事業」が使えます。そして、「激甚災害」に指定され

るか否かはその規模（被害額等）で決まります。

だって、陳情があろうがなかろうが、被災して苦しん

でいる現場を助けることは、国としての当然の責務

ですから。

　さて、「激甚災害」に指定されると、国庫補助率が

嵩上げされ、極めて高い補助率が適用されます

が、指定されなくても、「国庫補助＋地方交付税措

置」により、地元負担は１．５～２％程度（激甚だとこ

れが０．６～０．８％程度に軽減）です。（右図参照）

　従って各市町村は、財政負担を過度に恐れず、

対応に当たって頂きたいと思います。

　「激甚災害」指定のメリットは、補助率嵩上げに加

えて、調査・査定設計書作成経費も本体事業とし

て補助対象になること。これが意外と知られていな

いようなので、国に対して周知徹底を求めました。

　また、復旧事業に当たっては、調査・査定が必要

ですが、迅速な復旧のために「査定前着工」も可能

ですので、大いに活用頂きたいと思います。

　私も、各地を回らせて頂き、要望や疑問をお聞き

し、各省庁につなぎ、円滑な事業推進に向けて声

を上げるとともに、使える支援策を紹介するなど、

可能な限り動いて参りました。

 併せて、9月10日に開催された、災害対策特別委

員会の理事懇談会（閉会中審査）において、問題

提起と確認を行わせて頂きました。

災害復旧事業の迅速な実施へ

災害復旧事業等の一般的な地元負担
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